
 

 

 

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり推進に係る 

沿道権利者説明会の実施結果及び地区計画素案等説明会の実施について 

 

１ 主な経緯等 

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区（以下「本地区」という。）は地域危険度が高

く、東京都防災都市づくり推進計画において整備地域や防災環境向上地区に指定される

など、防災上課題がある地区である。 

区は、地域住民からの「防災まちづくり提案書」を受け、令和６年３月に本地区を対

象とした「防災まちづくり方針」（以下「本方針」という。）を策定した。今後は本方

針に基づき、補助２２０号線（Ⅱ期）の道路整備を契機として、防災まちづくりを推進

する予定である。 

今般、新たな避難道路整備方針について、避難道路の沿道権利者に対し、説明会を実施

したため、結果について報告する。また、本地区全域の権利者を対象とした地区計画素

案等説明会を実施する。 

 

２ 避難道路沿道権利者説明会の実施結果について【別紙１】 

 （１）開催日時：令和７年１２月１０日（水）、１４日（日） 

 （２）対象者  ：本地区避難道路の沿道権利者（約１，１００名） 

 （３）開催目的：新たな避難道路整備方針の説明 

 

３ 地区計画素案等説明会の実施について 

 （１）開催日時：令和８年２月１４日（土）、１９日（木） 

 （２）対象者  ：本地区全域の権利者（約７，５００名） 

 （３）開催目的：地区計画素案等内容の説明 

  （４）説明内容：【別紙２】のとおり 

 

４ 今後の予定 

令和８年２月 地区計画素案等の都市計画審議会への報告 

令和８年度  地区計画案等の説明会 

令和９年度  都市計画等決定・防災まちづくりに関する事業導入 

 

令和８年 ( 2 0 2 6 年 )１月２９日 

防 災 対 策 調 査 特 別 委 員 会 資 料 

まちづくり推進部まちづくり事業課 



A3印刷用に調節済みのスライドです
用紙のサイズやガイドを変更しないでください

A路線

B路線

C路線

E路線

D路線

F路線

G路線

1.5ｍ

・開催日時 │ 令和７年12月10日（水）19：00～
令和７年12月14日（日）10：00～

・開催場所 │ 上高田区民活動センター 洋室1号・2号

・対象者 │ 下図の防災上重要な路線沿道に土地・建物の権利を所有している方

・参加人数 │ 【令和７年12月10日（水）35名】
・参加者数│会場参加：25名、オンライン参加：10名
・参加者がお持ちの土地・建物の位置

A路線沿道：３名、B路線沿道：８名、C路線沿道：２名、D路線沿道：7名
E路線沿道：７名、F路線沿道：５名、G路線沿道：1名

【令和７年12月14日（日）34名】
・参加者数│会場参加：23名、オンライン参加：11名
・参加者がお持ちの土地・建物の位置

A路線沿道：5名、B路線沿道：2名、C路線沿道：5名、D路線沿道：9名
E路線沿道：７名、F路線沿道：5名、G路線沿道：3名、不明：１名

※複数の土地・建物をお持ちの方がいるため、参加者数と沿道別の合計は一致しない

説明会の概要

※消防活動困難区域│消防活動を円滑
に行うために必要な道路から、消防
ホースを限界まで伸ばした範囲に含ま
れない区域を指す。消防活動の困難さ
を評価する指標である。

【次 第】
１ 開会
２ 説明会の目的
３ 上高田地区の防災まちづくりについて
（１）防災まちづくりの背景
（２）防災まちづくり方針の概要

４ 具体的な避難道路の整備方法について
（１）地区内の避難路ネットワークの整備の考え方
（２）昨年度の意見交換会等の意見について
（３）避難道路の新整備方針(案)について
(4)地区計画（案）について
（５）今後のスケジュール

５ 質疑応答
６ 閉会

説明会の内容

説明会では、防災まちづくりの背景や令和６年度に策
定した防災まちづくり方針を紹介した上で、避難道路
の整備方法についてご説明し、皆さんからご意見をい
ただきました。

質疑応答でいただいたご意見については、資料裏面
に整理しております。たくさんのご意見ありがとうござ
いました。皆様からいただいた意見については、新た
な整備方針に反映し、2月の「地区計画等素案説明会」
でご説明いたします。

■説明会の様子（左：10日(水)、右：14日(日)）

当日皆様からいただいたご意見を裏面に整理しています。 裏面へ

●避難道路の整備方針(案)

・沿道建物の不燃化、耐震化

・倒壊の恐れがあるブロック塀等の除却

【道路閉塞予防策】

・４ｍ幅員道路の早期整備

【道路整備】

中野区では、上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区において、補助第220号線（大日橋通り）の整備を通じ
た延焼遮断帯の形成や、避難経路ネットワークの整備による消防活動困難区域の解消など、地域の防災性向上
に取り組んでいます。この取り組みの一環として、令和6年3月に「上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 防災
まちづくり方針」を策定しました。

防災まちづくり方針で位置付けられている防災上重要な路線（下図）について、その整備の方針や今後の進
め方について、説明会を開催しました。

（避難道路）

１

上高田地区 防災まちづくり

避難道路に関する説明会 開催結果

資料３

別紙１
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意見内容 区の回答

「建築物等の高さの最低限度」とは、具体的にどのようなもの
か。

建物の高さを「〇ｍ以上にしてください」と定めるルールです。補
助第220号線沿道では、延焼遮断帯形成のため、道路から約
30mの範囲の建物の高さを7m以上とすることを検討しています。

地区計画の具体の内容について教えてほしい。
地区内の場所ごとの特性に応じて、建物の使い方や形態などの
ルールを定めることを検討しています。詳しい内容は、令和8年2
月に予定している「地区計画等素案説明会」でお伝えします。

上高田地区で用途地域は変わるか。また、用途地域による建
築物の敷地面積の最低限度規制はなくなるか。

補助第220号線沿道については、東京都と用途地域の変更を協
議中です。また、住居系の用途地域については、引き続き用途地
域による敷地面積の最低限度規制を設定することを考えています。

意見内容 区の回答

ブロック塀の撤去で検討している補助金は、中野区HPに記載
されているものを利用できるのか教えてほしい。

区の建築課が実施している助成制度があり、条件に合えば利用で
きます。なお、今回検討している避難道路沿道については、新たな
補助制度の構築を検討しています。この新たな補助制度と、建築
課の助成制度は併用できません。

ブロック塀の補助金について、本当に危ない箇所については、
敷地の後退なしでも補助したほうが良いと思う。

区の助成制度では、ブロック塀等を除却する場合や新設する場合
には、道路中心線から2mの後退が必要です。

主なご意見

今後の予定

避難道路については、本日のご意見を受けて、来年２月に地区計画等素案の説明会を実施す
る予定です。その後、地区計画（まちづくりルール）決定に向けて手続きを進めていく予定です。

【避難道路の整備について】
意見内容 区の回答

昨年度の幅員6mへの拡幅方針と比べて、今年度の4mへの
拡幅は納得できる内容だった。このまま事業を進めてほしい。

ご意見ありがとうございます。引き続きこの方針で事業を進めて
まいります。

昨年度の説明会では「幅員6mに拡幅する場合」における道路
が拡幅した部分の所有権について説明があったが、今回説明
があった「幅員4mへ拡幅した場合」、拡幅した部分の所有権
がどうなるのか教えてほしい。

昨年度は、幅員6mに拡幅する場合について、法的に義務のある4m
以上に拡幅する部分を区が買い取る場合と、買い取らない場合の両
方を説明しました。今回の整備方針は、法的に拡幅義務のある部分
のみを対象としているため、区で買い取ることは考えていません。

道路中心線から２ｍ後退した道路部分について、中野区に所
有権を帰属させなくてはいけないのか。

区道として管理していくにあたり、寄付していただきたいと考えて
いますが、強制ではありません。

道路について、拡幅した場合抜け道になる可能性があるが、
安全面の対策はどうしていくのか。

警察及び地元と調整しながら、交通規制等についても検討する必
要があると考えています。

【電柱について】
意見内容 区の回答

電線類の地中化を補助第220号線沿道だけではなく、地区
全体で進めてほしい。

中野区では令和元年に無電柱化推進計画を策定し、優先整備路線
から順に整備を進めています。本地区では補助第220号線の拡
幅に合わせて無電柱化を実施し、薬師柳通りと上高田本通りが今
後整備すべき予定路線と位置付けられています。

電柱は倒れにくいとあったが、上部に変圧器がついているも
のも倒れにくいのか。また、傾いている電柱を見つけた場合
はどうすればよいか。

東京電力によると、設置される機器に応じて電柱の構造を設計し
ているとのことです。傾いている電柱については、東電やNTTの
担当へ直接ご連絡いただければ対応してもらえると聞いています。

道路中心線から2m後退しても電柱が元の位置のままでは、
有効幅員は変わらないため、道路中心線から2m後退した際
に電柱も移動すればいいのではないか。

道路端への電柱移設について、沿道の皆様にご協力いただきなが
ら進めています。移設先の調整は、設置事業者である東京電力や
NTTが行う必要がありますが、区としても、移設を依頼した電柱
の位置や状況について、事業者に適時確認していきます。

【地区計画等について】

【その他】

≪お問合せ先（事務局）≫

中野区 まちづくり推進部 まちづくり事業課 新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり係
■住 所│中野区中野四丁目11番19号（9階）
■電 話│ 03-3228-8827 
■メール│ araiyakusi＠city.tokyo-nakano.lg.jp

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区
の防災まちづくりについて

詳しい内容は、
コチラから！

【ブロック塀について】

意見内容 区の回答

昨年の意見交換の際、その後説明会があると
説明があったが実際は行われなかった。当初
のスケジュールから遅れているのか。

昨年度の幅員6m道路拡幅から、今回お示しし
た新たな整備方針へ変更するにあたり、検討
に時間を要したことや、防災まちづくりの会と
の調整を行ったことから、昨年お示ししたスケ
ジュールより若干後ろ倒しとなっています。た
だし、地区計画の決定に向けた全体のスケ
ジュールは、予定どおり進めています。

自宅前の幅員がどれくらいかわからないため、
何をしたらよいかわからない。今後、区から個
別に案内が届くのか。

避難道路沿道の方々には、助成制度の説明等
の案内を送る予定です。

中野区コミュニティ交通を地区内に走らせ、車
内で説明会の広報を行えば、区民の足として
もプラスになり周知できるのではないか。

整備方針の内容を周知していくことは重要だ
と考えています。今後、どのように皆様に情
報を伝えていくか検討をする際の参考にさせ
ていただきます。

上高田地区にお住いの方々に説明会の内容
が伝わるように説明会の様子を動画で公開し
てほしい。

今回の説明会は、対面での開催に加えてオン
ライン（Zoom）参加も実施しています。 一方
で、参加者を権利者の方に限定しているため、
一般向けの動画同時配信は考えていません。
なお、説明会の内容を広く周知することについ
ては、方法も含めて今後検討していきます。

２

地区計画等 の決定

地区計画等 案 の説明

地区計画等 原案の説明

避難道路整備 沿道権利者説明会

地区計画等 素案説明会

避難道路整備に関するアンケート実施

12月

12月

2025年度
(令和7年度)

2026年度
(令和8年度)

2027年度
(令和9年度)

上期

下期

上期

11月

※現時点での予定であり変更になる場合もございます。
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上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 防災まちづくり方針(概要版)

■地区の課題（一部抜粋）

道路

消防活動困難区域

行き止まり道路

○幅員６ｍ以上の道路が少なく、消防活動が困
難な区域（幅員６ｍ以上の道路から１４０ｍ
以遠の区域）を抱えており、補助第２２０号
線の整備だけでは、すべては解消されない状
況があります。

公園

○災害時に住民の一時避難場所等となるオープ
ンスペース（公園）が少ない状況があります。
地区北西部と南東部には誘致圏域から外れる
区域が存在します。

公園誘致距離

建物

○木造や防火造といった燃えやすい建物が６割
近くを占めており、隣棟間隔の狭い建物も見
受けられ、延焼の危険性があります。

○幅員４ｍ未満の狭あい道路が、地区内の道路
総延長の７割弱を占め、行き止まり道路も数
多く存在しているため、災害時の避難が困難
な状況があります。

○沿道に高いブロック塀も見られ、地震時の転
倒による道路閉塞が懸念されます。

○道路上に災害時の通行の妨げとなる電柱が存
在しており、道路後退に合わせて移設がなさ
れていない箇所も存在しています。

建物構造状況

建物耐震状況○昭和５６年以前に建築された旧耐震建物が約
２割存在し、地震時の倒壊被害の危険性があ
ります。

H28土地利用現況調査データを基に更新
（令和元年10月時点）

耐震状況 色 棟数 割合

旧耐震 680 21.1%

新耐震 1,992 61.7%

不明 558 17.3%

合計 3,230 100.0%
H28土地利用現況調査データを基に更新

（令和元年10月時点）

○早稲田通り沿いのお寺や童謡「たきび」の発祥となった竹垣など、地域の歴史文化資源を将来に継
承していくことが求められます。

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区は、西武新宿線新井薬師前駅の南側に位置し、戸建住宅を中心と
した静かな住宅街と、駅前のにぎわいある商店街が調和した利便性の高い地区です。歴史文化資源も残さ
れており、近年の都市計画事業による大きな変化も見られます。一方で、老朽木造住宅の密集や狭あい道
路が多く、首都直下型地震などの災害に脆弱な地区でもあります。
このような課題に対し、地域からのまちづくり構想を受けて「西武新宿線沿線まちづくり整備方針」が

策定されました。さらに、地域の防災まちづくりの検討組織「上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災
まちづくりの会」(以下、防災まちづくりの会)が設立され、地区の防災性向上に向けた提案がなされてき
ました。

■地区の現状と経緯

■目的と対象区域

中野区では、本地区の防災まちづくりの方向性
を定めることを目的として、令和６年３月に「上
高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづく
り方針」（以下、本方針）を策定しました。今後、
本方針の内容に基づき、まちづくりの施策を具体
化・展開し、引き続き地域の皆様と協働しながら、
災害に強いまちの構築を目指していきます。
対象区域は、中野区上高田一丁目、二丁目、三

丁目（駅前地区を除く）、四丁目の一部の約６０
haです。

対象区域

※消防活動困難区域
消防活動を円滑に行うために必要な幅員である６ｍ以上

の道路から、消防ホースを限界まで伸ばした範囲に含まれ
ない区域を指す。消防活動の困難さを評価する指標である。

別紙２
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【商業系地区】

住民の生活を支える生活利便施設などの充実を図るとともに、商店街にふさわしくない用途の制限
をするなどにより、商業と住宅の調和した良好な街並みの形成を目指します。

■まちづくりの方針

展開する取り組みの考え方

「災害に強く、安心して住み続けられる、地域力溢れるまち」

将来像実現に向けた基本方針

１）災害に強い道路などの
基盤整備

○火災の延焼拡大を防ぐ骨格
道路の整備（補助第２２０
号線）

○避難や消防活動に資する、
防災上重要な路線のネット
ワークの形成 等

２）防災性向上や住環境改善
に向けた、土地・建物に関
するルールづくり

○建物の建て方等に関する、
ルールづくり（地区計画）

○建物のさらなる不燃化を
進めるルールづくり

３）住民主体のまちづくり活
動との連携・支援

○既存のまちづくり検討組織
（防災まちづくりの会等）
との連携

今後、延焼遮断帯の形成や安全な避難路の確保、建物の不燃化促進等による「防災性の向上」や、
まちづくりルールの策定による「住環境の改善」を、地域のまちづくり活動と連携しながら総合的
に進めることによって、災害に強く、誰もが安心して住み続けられるまちの実現を目指す。

安全な避難路・

避難経路の形成

公園の維持

補助第220号線の

延焼遮断帯の形成

地区計画

(まちづくりルール)

の導入

建物の不燃化建替え

の促進

まちの将来像

地区のまちづくりの課題を解決し、まちの魅力を高めるため、まちの将来像と実現に向けた基本方針を次のとおり定めます。

【まちづくり方針図】

土地利用の考え方

展開する取り組みの考え方（一部抜粋）
本地区を「住宅地区」、「補助第２２０号線沿道地区」、「商業系地区」の３区分し、土地利用の基

本方針を定めます。

【補助第２２０号線沿道地区】
補助第２２０号線の整備と併せて沿道の不燃化建替えを促進し延焼遮断帯の形成を図るとともに、

沿道の適切な土地利用・街並みの誘導、安全で快適な歩行環境の整備を図り、日常利便施設と良好
な都市型住宅供給による複合市街地の形成を目指します。

【住宅地区】
中低層住宅を中心とする土地利用を図るとともに、防災上重要な路線の整備や、行き止まり道路

の解消、公園の適切な管理、老朽木造建物の建替え促進、無接道敷地の解消などにより防災性の向
上を図り、安全な住環境の市街地形成を目指します。

①安全な避難路・避難経路の形成
•消防活動困難区域の解消を図り、幅員４m～６mの防災上重要な路線の整備を行い、補助第２２０号
線や既存道路と合わせたネットワーク化を図ります。

②公園の維持
•公園は災害時の一時集合場所として重要なことから、今後も維持していきます。
•未整備の都市計画公園については、今後も継続的に整備の検討を行います。

③補助第２２０号線の延焼遮断帯の形成
•延焼遮断帯機能や避難路機能を有し、地区の骨格となる補助第２２０号線の整備を進めます。

④建物の不燃化建替えの促進
•木造・防火造の建物が多く、火災危険度が高いため、上高田一丁目と三丁目の一部について、東京
都が「新たな防火規制」を指定する予定です。
•必要に応じて、不燃化建替えの促進のための都市計画の変更等を検討します。

⑤地区計画（まちづくりルール）の導入
•防災性の向上や住環境の改善を図るため、地区計画（まちづくりのルール）を導入します。
•地区計画では、建物の用途、形態、土地利用などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルール
を定めることができます。

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 防災まちづくり方針(概要版)

２
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幅員４ｍ未満の避難道路については、当該道路に面する建物の建替え時や建替えより先行したブロッ
ク塀等の除却時に後退させることで、確実かつ早期に幅員４ｍを確保する。また、幅員４ｍ以上の避難
道路については、現況の幅員を維持する。

防災まちづくり方針において、「防災上重要な路線」に位置付けられている７路線（A～G路線）を避難道路と
して、消防活動困難区域の解消を図り、補助第２２０号線や既存道路と合わせたネットワーク化を図る。

①道路整備│幅員４ｍの確保

A路線

B路線
C路線

D路線

F路線

G路線

対象路線
現況幅員

（赤字：４ｍ未満）

A路線 約3.22～４.00ｍ

B路線 約3.32～4.54ｍ

C路線 約4.85～5.45m

D路線 約3.44～4.00ｍ

E路線 約2.55～4.00ｍ

F路線 約3.64～5.45ｍ

G路線 約5.45ｍ

1.5ｍ

②道路閉塞予防策│沿道建物の不燃化・耐震化

対象区域全域が新たな防火規制区域等に指定されていることから、補助事業の導入によって建替えを促
進させることにより、準耐火構造以上かつ新耐震基準に適合する建築物へと段階的に更新する。

③道路閉塞予防策│避難道路沿道のブロック塀等の対策

早期に安全な避難道路を確保することを目的として、全ての避難道路（防災上重要な路線）について、
「道路整備と道路閉塞予防策」を同時に実施する。

①４ｍ幅員道路の早期整備

【道路整備】

 ②沿道建物の不燃化、耐震化

 ③倒壊のおそれがあるブロック塀等の除却

【道路閉塞予防策】

当該道路に面するブロック塀等については、補助事業導入により、倒壊のおそれのあるブロック塀等の
除却を推進する。また、新設されるブロック塀等については、道路閉塞につながらないよう、地区計画に
おいて垣又はさくの構造の制限を定めることにより、安全性の確保を図る。

1. 補助第２２０号線の延焼遮断帯の形成について

（1）補助第２２０号線拡幅及び整備

２. 安全な避難路の形成

(2)補助第220号線沿道30ｍの建築物の不燃化

•地区の骨格を形成する補助第２２０号線に
ついては、延焼遮断帯機能や避難路機能を
担うため、都市計画事業により幅員１１ｍ
の道路へ拡幅・新設整備を行う。

•補助第２２０号線沿道における延焼遮断
帯の形成を図るため、沿道約３０ｍに対
し、都市防災不燃化促進事業により、耐
火建築物への建替えを促進する。

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 防災まちづくりの実現に向けた具体的な取組み

３. 地区計画、用途地域等

（1）対象となる路線

（２）整備事項

（1）地区計画

(2)用途地域 等

延焼遮断帯としての機能を確保するため、補助第２２０号線沿道３０ｍの範囲に対し、以下の変更を行う。

①用途地域の変更│第一種住居地域又は近隣商業地域、容積率３００％に変更

②防火地域の変更│防火地域へ変更

③高度地区の変更│第３種高度地区への変更、最低限高度地区７ｍを指定

①土地利用の方針・建築物の用途制限等

「災害に強く、安心して住み続けられる、地域力溢れるまち」を実現するため、地区に応じた土地利用
を誘導し、また建築物の用途制限や形態又は色彩・意匠の制限、敷地面積の最低限度を定める。

②延焼遮断帯の形成

補助第２２０号線沿道において、延焼遮断帯の形成を図るため、建築物等の高さの最低限度を定める。

③避難道路の形成

確実に避難道路を整備するため、避難道路を地区施設として位置付ける。また、道路閉塞予防のため、

垣又はさくの構造の制限を定める。

［Ⅰ期］延 長：８７ｍ
事業期間：平成２７年１２月～

令和１２年 ３月

［Ⅱ期］延 長：約４９４ｍ
事業期間：令和 ７年２月～

令和１４年３月

※防災上重要な路線とは、緊急車両が

安全に通行でき消防活動や救助活動が

円滑に行うことができる道路、並びに

災害時の避難の際に安全に歩行できる

避難路のこと
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上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 地区計画素案等について

1. 地区計画の名称・面積・位置
「災害に強く、安心して住み続けられる、地域力溢れるまち」を実現するため、特性に応じて６地区

に区分し、土地利用の方針を以下のように定める。

【元の文章】
本地区は、西武新宿線新井薬師前駅の南側に位置し、老朽化した木造住宅などが密集する住宅地が形成

されている。狭あい道路や行き止まり道路が多く、生活道路の整備や老朽木造建物の建替えが進まないな
ど、防災と住環境の両面で課題を抱えている。また、東京都が定める「防災都市づくり推進計画 基本方
針」において、上高田二丁目及び三丁目の一部は整備地域に、上高田一丁目及び三丁目の一部、四丁目の
一部は防災環境向上地区に指定されており、防災性の向上は喫緊の課題となっている。加えて、空間のゆ
とりや緑が少なく、住環境の改善も課題である。
こうした状況を受け、「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（平成２７年９月）」において、本地区の

中央に位置する東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２０号線（以下「補助第２２０号線」とい
う。）の道路整備による延焼遮断帯や避難経路ネットワークの形成、建物の不燃化・耐震化を促進する地
区とされしている。
また、西武新宿線（中井駅～野方駅間）連続立体交差事業やそれに関連する東京都市計画道路区画街路

中野区画街路第３号線（以下「中野区画街路第３号線」という。)（交通広場部）、補助第２２０号線（Ⅱ
期区間）が事業認可されている。さらに、令和６年には、上高田一丁目及び三丁目の一部、四丁目の一部
が新たな防火規制区域となり、本地区全域が新たな防火規制の対象となるなど、今後の防災まちづくりの
展開が期待されている地区である。
さらに、「中野区都市計画マスタープラン（令和４年６月改訂）」においては、西武新宿線連続立交差

事業を契機とし、地域の合意形成を図りながら、延焼遮断帯の形成や周辺の住宅地における建物の不燃化
促進や避難道路の整備を総合的にすすめる地区に位置づけられている。加えて、新井薬師前駅周辺では、
連続立体交差事業を契機としたまちづくりとして、市街地再開発事業の事業化や駅前の拠点空間の創出、
商店街のにぎわいの再生、安全で快適な道路空間の形成に向けた検討等が進められている。おり、本地区
のまちづくりは、においても、それら駅周辺のまちづくりと連携してまちづくりを進めることが望まれる。
以上を踏まえ、補助第２２０号線の整備と合わせたて沿道建物の不燃化による延焼遮断帯の形成、地区

内の安全な避難路・避難経路の形成を図るとともにのため、建物の不燃化の促進や狭あい道路の解消等に
より木造住宅密集地域の解消を図っていく。また、ブロック塀を撤去し生垣等に変更することの生垣化等
により、脱炭素社会の推進と住環境の改善を目指しすことにより、災害に強く安全で、誰もが安心して快
適に住み続けられるまちの実現を目標とする。

名称 上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区地区計画

面積 約５８．６ha

区域 中野区上高田一丁目、上高田二丁目、上高田三丁目及び上高田四丁目各地内

位置図

2. 地区計画の目標

３. 土地利用の方針

１ 商業地区

交流拠点にふさわしい、住民の生活を支える商業施設などによるにぎわいを形成する。

２ 近隣商業地区Ａ

住民の生活を支える生活利便施設などが充実し、商業と住宅の調和した良好な街並みを形成する。なお、
中野区画街路第３号線(五中つつじ通り)沿道については、駅前通りとしての立地を生かした商業施設等を
誘導し、商業地区と連携したにぎわいを形成する。

３ 近隣商業地区Ｂ（早稲田通り沿道）

中高層建物を主体とした商業・業務中心の沿道複合型市街地を形成するとともに、延焼遮断帯の形成
を図る。

４ 近隣商業地区Ｃ（補助第２２０号線沿道）

住民の生活を支える生活利便施設などが充実し、商業と住宅の調和した良好な街並みを形成するとと
もに、延焼遮断帯の形成を図る。なお、中野区画街路第３号線(五中つつじ通り)沿道及び早稲田通り沿道
については、中高層建物を主体とした商業・業務・住宅の沿道複合型市街地を形成する。

５ 補助第２２０号線沿道地区

日常利便施設の充実を図りながら、良好な都市型住宅供給を促進する複合市街地を形成するとともに、
延焼遮断帯の形成を図る。

６ 住居地区

戸建て住宅を中心とした良好な住環境を保全するとともに、中層住宅との調和を図りつつ良好な住宅
地を形成する。

地区区分図

本地区は、西武新宿線新井薬師前駅の南側に位置し、老朽木造住宅が密集する住宅地が形成され
ている地区である。地区内には未整備都市計画道路である東京都市計画道路事業幹線街路補助線街
路第２２０号線（以下、「補助第２２０号線」という。）や、狭あい道路、行き止まり道路があり、
生活道路の整備や老朽木造住宅の建替えが進まないこと、空間のゆとりや緑が少ないことなどから、
防災と住環境の両面で課題を抱えている。その中で、東京都が定める「防災都市づくり推進計画
基本方針」において、整備地域及び防災環境向上地区に指定されるとともに、補助第２２０号線は
一般延焼遮断帯に位置付けられており、防災まちづくりの推進が必要とされている地区である。
「中野区都市計画マスタープラン（令和４年６月改訂）」において、補助第２２０号線は補助幹

線道路に位置付けられ、後背の住宅地との調和を図りつつ、快適な歩行者空間やにぎわいのある沿
道街並み創出を図ることとしている。
「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（平成２７年９月）」においては、補助第２２０号線は避

難路や延焼遮断帯としての役割を果たすことから、都市計画事業として段階的に整備を進めるとと
もに、沿道建物の不燃化・耐震化を促進することとしている。また、本地区は木造住宅密集地域で
あることから、安全な避難路の確保と建物の不燃化・耐震化を促進することとしており、既に、本
地区全域に、東京都建築安全条例第７条の３による新たな防火規制を導入している。
以上を踏まえ、補助第２２０号線の整備にあわせ、沿道にふさわしい土地利用の誘導を図ること

で、生活利便施設等の充実した、商業と住宅の調和した良好な街並みを形成する。また、沿道建物
の不燃化による延焼遮断帯の形成や、狭あい道路の解消による地区内の安全な避難路を確保するこ
とで、本地区全域の新たな防火規制により狭あい道路の解消や建物の不燃化を誘導する。これらに
より、木造住宅密集地域の解消を図り、災害に強く、安全で、誰もが安心して快適に住み続けられ
るまちの実現を目指す。さらに、ブロック塀等の撤去及び生垣への変更等の推進で、住環境の改善
を図る。

修正案

別紙
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上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 地区計画素案等について

４. 地区施設の整備の方針と計画 ５. 建築物等の整備の方針と計画
１ 災害時の安全性や避難経路ネットワークの形成、日常生活の利便性向上を図るため、災害時の避難及

び消防活動のための主要路線を主要生活道路、それらを補完する身近な生活道路を区画道路、として
地区施設に位置づける。

２ 住環境と防災性の向上を図るため、既存の都市公園を地区施設に位置付けるとともに、新たな公園の
整備に努める。

建築物等の用途の制限

良好な市街地形成を図るとともに防災性能を確保するため、建築物等の整備の方針を次のように定める。

地区施設 位置図

種類 名称 幅員 延長 備考

道路

主要生活道路１号 ６．０ｍ 約４１０ｍ 既設

主要生活道路２号 ６．０ｍ 約３５０ｍ 既設

主要生活道路３号 ４．０ｍ 約３７０ｍ 既設（２項道路※の拡幅あり）

主要生活道路４号 ４．０～４．５ｍ 約３９０ｍ 既設（２項道路※の拡幅あり）

主要生活道路５号 ４．８～５．４ｍ 約３９０ｍ 既設

区画道路１号 ５．４ｍ 約１９０ｍ 既設

区画道路２号 ４．０ｍ 約４００ｍ 既設（２項道路※の拡幅あり）

区画道路３号 ４．０ｍ 約６４０ｍ 既設（２項道路※の拡幅あり）

区画道路４号 ４．０～４．５ｍ 約４００ｍ 既設（２項道路※の拡幅あり）

公園

名称 面積 備考

公園１号 約３８０㎡ 既設

公園２号 約２８０㎡ 既設

公園３号 約４７０㎡ 既設

地区にふさわしい、健全でにぎわいが創出される建物利用を図るため、建築物等の用途制限を定める。

商業地区・近隣商業地区Ａ～Ｃ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項に規定する「店舗型性風俗特
殊営業」、第９項に規定する「店舗型電話異性紹介営業」。

以下に掲げる用途の建築物を建築してはならない。

近隣商業地区Ａ～Ｃ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する「風俗営業」。

補助第２２０号線沿道地区

１ ボーリング場、スケート場又は水泳場
２ ホテル又は旅館

建築物の敷地面積の最低限度

敷地の細分化による建て詰まりを防止し、ゆとりある市街地の形成を図るため、建築物の敷地面積の最
低限度を定める。

補助第２２０号線沿道地区・住居地区

６０㎡
ただし、次の各号の一に該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、

この限りではない。
１ 建築物の敷地として現に使用されている土地で適合しないもの
２ 現に所有等している敷地を建築物の敷地として使用する土地で適合しなくなるもの
３ 都市計画道路の事業の施行により建築物の敷地面積が減少する土地で適合しなくなるもの
４ その他区長が公益上やむを得ないと認めた土地

壁面の位置の制限

適切な隣棟間隔を確保し、「通風」や「採光」に配慮した良好な住環境の保全・創出を図るとともに、
防災性を向上させるため、隣地境界線からの壁面の位置の制限を定める。

住居地区

建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離は、０.５ｍ以上とする。
ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の各部分が次の各号の一に該当す

る場合はこの限りでない。
１ 建築物の外壁等で、その中心線の長さの合計が３ｍ以下のもの
２ 物置その他これに類する用途に供する建築物で、その軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ床面積

の合計が５㎡以内のもの

※２項道路│建築基準法第４２条第２項に定められた道路
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７. その他の都市計画について建築物等の高さの最低限度

延焼遮断帯の形成を図るため、建築物等の高さの最低限度を定める。

近隣商業地区Ｃ・補助第２２０号線沿道地区

建築物の高さの最低限度は、７ｍとする。
ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りではない。

１ 都市計画施設の区域内の建築物
２ 高さが７ｍ未満の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の２分１未満かつ１００㎡未

満の建築物の当該部分
３ 増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１３７条の１０第１号及び２号に定める範囲のもの
４ 付属建築物で平屋建のもの（建築物に附属する門又はへいを含む。）
５ 地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物その他これらに類するもの
６ その他の建築物で区長が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めたもの

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

複合市街地として調和のとれた良好な街並みの形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他意匠
の制限を定める。

すべての地区

建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、街並みの形成に配慮するな
ど周辺環境と調和したものとする。

すべての地区

垣又はさくの構造の制限

ブロック塀等の倒壊による危険を防止するために垣又はさくを設置しないよう求める。設置する場合
は、防災性向上および緑化の推進を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。

道路に面する側の垣又はさくの構造は生け垣又はフェンス等とする。ただし、道路面から高さ
６０ｃｍ以内のブロック塀又はこれに類するもの、門柱及び門柱に接続する長さ１ｍ２０ｃｍ以
下のブロック塀等はこの限りではない。

６. その他当該地区の整備、開発および保全に関する方針

１ 補助第２２０号線沿道の延焼遮断帯の形成にあわせ、地震時の建築物倒壊や火災発生・延焼の防止
を図るため、地区内の建物について、不燃化及び耐震化を促進し、災害に強い市街地の形成につなが
るよう努める。

２ 無接道敷地については、敷地の共同化等を促し、無接道敷地の解消に努める。
３ 近年増加している集中豪雨等による都市型水害の防止・軽減を図るため、建築物の敷地内に雨水浸

透施設等の施設の整備を促進し、浸水被害の防止、地下水の涵(かん)養に努める。
４ 「中野区環境基本計画」に基づき、脱炭素社会の形成に資する、敷地内の緑化等で緑の誘導に努め

る。

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点から、用途地域の変
更を検討している。

区 域：中野区上高田一丁目、上高田二丁目、上高田三丁目及び上高田四丁目各地内

変更内容：第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域へ変更
（①、②）

第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域から近隣商業地域へ変更（③、④）

容積率を３００％に変更（①～⑤）

変更面積：約４．０ha

7-1 用途地域の変更（東京都決定） ※東京都と協議中

①

②

②

①

④

③

⑤

a
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８. 今後の予定７－３ 高度地区の変更

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区地区計画
の決定に伴い、延焼遮断帯の形成と土地利用上の
観点から検討した結果、高度地区を変更する。

区 域：中野区上高田一丁目、上高田二丁目、
上高田三丁目及び上高田四丁目各地内

変更内容：第一種高度地区から
第三種高度地区へ変更（①）

第二種高度地区から
第三種高度地区へ変更（②）

最低限高度地区７ｍの指定（①～③）

変更面積：約４．７ha

地区計画素案等説明会12月
2025年度

(令和7年度)

2026年度
(令和８年度)

2027年度
(令和9年度)

地区計画（原案）等説明会
原案の公告・縦覧・意見書の提出 【都市計画法 第16条】

上期

地区計画（案）等説明会
案の公告・縦覧・意見書の提出 【都市計画法 第1７条】

下期

７－２ 防火地域の変更

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区地区計画
の決定に伴い、都市防災上の観点から検討した結
果、防火地域及び準防火地域を変更する。

区 域：中野区上高田一丁目、上高田二丁目、
上高田三丁目及び上高田四丁目各地内

変更内容：準防火地域から防火地域へ変更

変更面積：約４．３ha

都市計画審議会（区）

都市計画審議会（都）

都市計画決定上期

①

②

②

①

③

③

７－４ 日影規制の変更

上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区地区計画
の決定に伴い、土地利用上の観点から、日影規制
を変更を検討している。

区 域：中野区上高田一丁目、上高田二丁目、
上高田三丁目及び上高田四丁目各地内

変更内容：５時間以上ー３時間以上

(４ｍ又は６．５ｍ)へ変更

変更面積：約４．７ha

①

②

④

①

③

④

③

a

⑤

⑤

※東京都と協議中

下期

下期
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